
 

国見町地域生活支援事業実施規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 8 年 4月 1 日 

 

                      国見町長 村 上 利 通 

 

 

国見町規則第 14号 

 

 

国見町地域生活支援事業実施規則の一部を改正する規則 

 

 

第２条第１項第９号に次のように加える。 

カ 声の広報等発行事業 

別表１の１の表中「6,000円」を「8,000円」に、「1,500円」を「2,000円」に改

める。 

附 則 

この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

 


